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新下関市立病院医療機器整備計画策定等支援業務　仕様書 

 

１　業務名称 

新下関市立病院医療機器整備計画策定等支援業務（以下「本業務」という。） 

 

２　業務概要 

本業務は、令和８年６月に策定した「新下関市立病院整備基本計画」に基づく新病院

の整備に当たり、設計・施工・開院準備の各段階で必要な建築計画（ハード面）と運営

計画（ソフト面）の整合を図り、医療機器・備品等整備計画策定、医療情報システム整

備計画策定及び運営計画策定等を支援する業務である。 

なお、本業務の遂行に当たっては、「新下関市立病院整備コンストラクション・マネ

ジメント業務」の受託者（以下「ＣＭ業務受託者」という。）、別途発注する設計施工

者及び統合する下関市立市民病院及び下関医療センター（以下「２病院」という。）と

調整の上、十分に連携し、かつ必要な協力を行い円滑に業務を遂行すること。 

 

３　対象施設概要 

　(1)　建設場所 

　　　下関市幡生新町 

　(2)　規模 

　　　延床面積　約３４，２００㎡ 

　　　病 床 数　３６４床 

　　　診 療 科　３３科 

　(3)　事業スケジュール 

　　　契 約 日　～　令和１１年５月　　基本設計・実施設計 

令和１１年６月　～　令和１３年３月　　建築工事・許認可申請・移転準備 

 

４　履行期間 

契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

 

５　委託業務の内容 

　(1)　設計施工者選定支援 

　　　①　設計施工者選定に係る支援 

　　　　　ＣＭ業務受託者が実施する設計施工者の募集・選定支援において、医療・運用計

画の観点から、専門的知見に基づく情報提供、助言その他必要な支援を行う。 

　　　②　質疑回答書作成支援 

　　　　　設計施工者選定に係る質疑回答書の作成を支援する。 

  (2)　医療機器・備品等整備計画策定支援 

①　現有機器調査 
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２病院に現有する医療機器・什器・備品等の現有機器調査を実施し、移設可能性

等を検証する。 

②　医療機器等整備リストの作成及び予算管理の支援等 

医療機器等整備リスト（マスターリスト）の作成及び医療機器等整備予算を算出

する。 

③　ヒアリングの実施 

病院職員に対し、医療機器整備に関するヒアリングを実施する。 

④　情報提供及び調達方法の提案等 

新病院の医療機器等整備予算を考慮し、調達医療機器・什器・備品等について

は、他病院の調達事例の情報を提供し、病院職員とのヒアリングを踏まえ新規購

入・移設などの最も経済的な調達方法を提案する。なお、医療機器等の新規購入に

当たっては、新病院開院後における規模や医療提供体制等を踏まえて、最も適した

性能の機種を提案し、仕様の検討を行う。 

⑤　選定調書の作成 

大型医療機器について、基本性能に対し、同等の性能を持つ複数の医療機器の比

較資料（選定調書）を作成する。 

　　　⑥　入札仕様書（案）の作成等 

医療機器入札仕様書（案）、予定価格（案）の作成など、医療機器等の調達を支

援する。 

⑦　新病院の設置に伴う医療機器に関する許認可申請の支援 

許認可申請の支援をする。ただし、申請に関する申請手数料及び測定に係る調査

費については、発注者にて負担する。 

　　　⑧　レイアウト図等の作成 

設計施工者のヒアリングに必要に応じて参加する。設計施工者と打合せを行い、

医療機器等のレイアウト図を作成するとともに、設計施工者が作成する設備プロッ

ト図等が医療機器設置に必要な設備として問題ないか確認する。 

　　　⑨　特殊設備機器等の設備条件調整 

建築・設備工事との調整が必要となる医療機器については、設置与条件書を作成

し提示するとともに、特殊設備の必要機器条件について現場及び設計施工者と調整

する。 

⑩　工事分担の調整 

建築・設備工事との工事分担を調整する。 

　　　⑪　設計施工者への指示等 

設置与条件書のとおり施工されているか確認し、必要な場合は設計施工者に指示

する。 

(3)　医療情報システム整備計画策定支援 

　　　①　課題の抽出や要望の整理 

２病院の医療システムについて、基幹システムや部門システム等の現状分析や課
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題の抽出を行い、検討課題・要望を整理する。 

　　　②　医療システムの取りまとめ等 

新病院の医療システム及びネットワーク構成（最新技術）等の取りまとめ及び新

病院への移設・運用をローリング計画に含め検討・調整する。なお、システム検討

を行うに当たり、必要に応じてベンダデモンストレーション実施支援を行う。ま

た、新病院におけるナースコール設備・電話・スマートフォン等、院内の通信手段

の検討及び導入コストの試算等を行う。 

　　　③　医療情報システム整備に係る予算管理支援 

医療情報システム及びネットワークシステム、ナースコール設備、電話、スマー

トフォン整備費用の積算、予算（保守費を含む）調整支援を行う。 

　　　④　医療情報システム調達支援 

医療情報システム及びネットワーク、ナースコール設備、電話、スマートフォン

整備に必要な入札仕様書（案）、業者選定要領、評価基準、その他の必要な資料を

作成する。 

　　　⑤　図面の作成等 

ＬＡＮプロット図、電話プロット図、ナースコール子機配置図等の情報通信に必

要な設備に関する図面を作成し、情報端末の配置計画を策定する。また、サーバ・

EPS及び電話交換機設置に必要な設備要件について設計施工者に対して条件提示・

調整を行う。 

　　　⑥　工事区分等の調整 

　医療情報システム及びネットワーク、ナースコール設備、電話、スマートフォ

ン整備に関する建築・設備工事との工事区分等を調整する。 

(4)　移転計画策定支援 

　　　①　移転全体計画（案）の作成 

移転全体計画（案）（移転時期における各種移転作業や搬入等のスケジュール及

び診療制限などを含む決め事を含めた計画）を策定する。 

　　　②　移転業者選定支援等 

移転業者選定仕様書の策定等と移転業者選定支援を行う。（患者移送及び物品移

転の実施主体は移転業者） 

　　　③　移送担当区分表等の作成支援 

移設物品に関して、病院職員、移転業者、メーカー、設計施工者などの移送担当

区分表の作成支援を行う。また、移転業者対応外の医療機器等の移設費・移転計画

を策定する。 

(5)　運営計画策定支援 

　　　①　総合運用マニュアル等の策定支援 

運用フロー及び総合運用マニュアル・人員配置計画の策定を支援する。 

(ｱ)　２病院における業務について、ヒアリングを実施し、現状分析や課題抽出を

行い検討課題と要望を整理する。 
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(ｲ)　新病院での想定業務量から課題を検証し、特に建築計画及び医療情報システ

ムと整合が取れた運用フロー及び総合運用マニュアルを策定する。 

(ｳ)　総合運用マニュアルに基づき部門別の人員配置計画を策定する。 

(ｴ)　必要に応じて、ヒアリングを実施し、部門間及び職種間の調整を行う。 

②　業務委託計画の策定支援 

(ｱ)　２病院での業務委託範囲・期間・費用を整理する。 

(ｲ)　新病院の効率性、経済性の観点から最適な委託方法や新規委託化を検討し業

務委託計画を作成する。 

(ｳ)　委託業務の仕様書作成及び各種の選定を支援する。 

③　各種届出支援 

新病院の開院に向け必要となる各種届出の作成・事前協議等について、助言及び

各種届出の作成を支援する。 

(6)　物流搬送計画策定支援 

①　物流搬送計画策定支援 

２病院における物流業務別（医薬品、医療材料、消耗品等）の物品管理・搬送状

況の現状分析や課題抽出を行い、人出搬送を含めた新病院における最適な物流搬

送・管理手法について、物流搬送計画を作成する。 

②　建築計画との調整 

　物流搬送計画と建築計画の整合性を確認し、関係者と調整する。 

　(7)　事業収支計画策定支援 

①　医療機器・備品及び医療情報システム等の事業費を算出する。（建築関係の事業

費については、ＣＭ業務受託者又は設計施工者にて算出する。） 

②　各種補助金や起債の活用等、財源と資金調達方法について検討する。 

③　償還計画やキャッシュフロー等、事業収支計画を積算する。 

④　事業収支計画を更新する。 

（8)　上記(2)～(7)の関連業務 

①　業務の効率化を目指したＤＸへの移行、導入を企画、提案する。 

②　その他、(2)～(7)の業務に関わらず、開院に関連する業務で必要とされる業務を

する。 

　(9)　共通業務他 

　　　①　定例会議出席 

　　　　　受託者は、定例会議に出席し、技術的中立性のもと、発注者の支援を行う。 

　　　②　その他会議体への対応 

　　　　　受託者は、必要に応じその他会議体に出席し、技術的中立性のもと、発注者の支

援を行う。受託者の出席が定められていない会議については、議事録又は報告をも

とに必要に応じ発注者に助言する。 

　　　③　関係部門への説明支援 

　　　　　病院内及び議会等における本事業に関する説明に向け、発注者に助言及び支援を
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行う。 

　　　④　打合せ及び記録 

　　　　　受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、検討結

果資料等を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理すること。 

　　　⑤　業務計画書 

　　　　　受託者は、契約締結後速やかに、業務計画書を作成の上、発注者に提出し、発注

者の承認を得るものとする（仕様書等に定めのない業務計画については協議事項と

し、適宜追加するものとする。）。 

 

６　提出書類（成果物） 

本業務の成果品は以下のとおりとし、提出時期及び方法、数量等については、発注者

と協議の上決定する。 

(1)　「５　委託業務の内容」に記載の業務の履行において必要な資料一式  

(2)　議事録及び調査・分析データなど、本業務において作成した基礎資料等 

　(3)　上記(1)(2)のデータを保存した電子媒体（ＣＤ―Ｒ等） 

　(4)　その他発注者が求める資料 

(5)  履行期間中においても、受託者がこれに承諾した場合は、発注者は成果品の全部又

は一部を使用することができるものとする。 

(6)　成果品の著作権は、発注者に帰属する。成果品の第三者への提供及び内容の転載

は、発注者に許諾を得ること。 

 

７　本業務の留意事項 

(1)  受託者は、本業務において、発注者の方針や意向を十分に理解し、関連する各分野

における専門性の高い技術力を有する者を随時、適切に配置し、良質かつ安定的な支

援を提供するものとする。 

(2)  受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最

大の任務と捉え、本業務を実施するとともに、発注者との高い信頼関係及び倫理性の

保持を徹底すること。 

(3)  受託者は、下関医療圏の保健・医療・福祉全般についての十分な理解のもとに業務

を遂行しなければならない。 

(4)  受託者は、新下関市立病院医療機器整備計画策定等支援業務に係る公募型プロポー

ザル実施要領における所定の条件を踏まえるとともに、本業務の実施に当たり、本事

業に係る関係諸法令及び関連条例等の遵守を徹底すること。 

(5)  受託者は、本業務で知り得た一切の情報を発注者の承諾を得ず第三者に漏らしては

ならない。また、本業務終了後においても同様とする。 

(6)  業務に必要な資料及びデータを貸与された場合、受託者は破損、紛失、盗難等の事

故がないよう管理するものとし、業務完了後速やかに発注者に返却しなければならな

い。 
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(7)  本業務により得られた成果は、発注者に帰属するものとする。発注者は、本業務の

成果物を、自ら使用するために必要な範囲において、随時利用できるものとする （重

点支援区域の技術的支援を行う事業者に対して提供する場合を含む）。 

(8)　業務の遂行に当たっては、発注者と必要に応じて打合せを行い、十分な協力と確認

のもと進めなければならない。また、厚生労働省からの技術的支援に対し十分な理解

をし、整合性を図りながら進めなければならない。 

(9)　打合せ等の出席に係る交通費等の一切の経費及び資料作成に係る一切の経費は、本

委託料に含むものとする。 

(10) 本仕様書において、記載されていない事項又は業務上疑義が生じた場合 、発注者と

受注者がその都度協議の上、決定するものとする。


